
新潟県東部産業団地用地管理業務(分譲地の除草等)発注仕様書 

 
 この仕様書は、発注する下記業務に関して、受注者が当該業務を履行するために必
要な事項を定めるものとする。 
 
１ 件 名  新潟県東部産業団地用地管理業務(分譲地の除草等) 
 
２ 場   所  阿賀野市かがやき地内 
 
３ 委 託 期 間  契約日から令和 8年 10月 31日 
 
４ 場 所 ・ 範 囲  別紙「用地管理業務実務範囲」 分譲地（青色）箇所 
 

５ 業 務 内 容   

業務内容 実施時期（予定） 面積（㎡） 備考 

分譲地除草 

契約日～7月 31日 114,854 1回目 

10月 1日～10月 31日 114,854 2回目 

カメムシ防除 7月 20日～8月 31日 114,854 

（例） 
＊薬剤 
キラップフロアブル 30ℓ 
＊展着剤 
クイックタッチ 7ℓ 

 

６ 業務完了の確認  着手前と完了時が対比できる写真を提出すること。 
           （ただし、分譲地の除草の２回目完了時には履行届も合わせ

て提出すること。） 

 
７ 留 意 事 項  (1) 実施時期及び本業務に係る具体的な作業方法等につい

ては、監督職員と十分な連絡調整を図り実施すること。 
           (2) 業務に当たっては、道路、建築物、工作物、境界標等を

損傷しないように、適切な作業方法等により行うこと。 
           (3) 実施個所等の整理整頓に努めること。 
           (4) 業務に伴う機器の損傷費用については、受注者の負担と

する。 
                      (5)分譲地が売れた場合には、契約金額の減額が生じる。 
 

８ 提 出 書 類  着手届、現場代理人等通知書 
           その他 市担当者が指示する書類 
 
９  損 害 賠 償  業務に伴い、第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任に

おいて賠償するものとする。 

  



１０  そ の 他    仕様書に定めのない事項については、市の担当者と協議のう

え実施するものとするが、軽微な変更による契約代金の精算
はしないものとする。 

 本委託は、新潟県企業管理者と阿賀野市で締結した「新潟県
東部産業団地用地管理業務委託契約書」の再委託業務である。
新潟県企業管理者からの承認日は別途通知するものとする。
なお、新潟県企業管理者より承認を受けるまでは中止通知書
で対応する。 


